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1.市民センターを取り巻く環境
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2.市民センター機能の現状課題

支所機能の課題

・広範囲かつ多岐にわたる業務の

サービスレベルの確保の難しさ
・窓口職員の固定化・属人化
・各市民センター間での業務量のバ

ラつき

1地域自治機能の課題

|・ 均一の行政サービスでの住民二一

| ズヘの対応の限界

|。 各種団体役員等の高齢化・固定

1 化・担い手不足

|・ 自治会加入率の低下と地域コミュ

| ニティの希薄化

ti彙憂 :|_]匡lm_=]■.__
1 防災意識の

 ヽ 高まり
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公 民館機 能 の課題

・個の学びだけでなく、学びの成果を

生かしたまちづくりの推進
・住民主体の学びによる地域課題ヘ

の対応
・社会教育に限定されない幅広い利

用二Tズ

防災機能の課題

・初動支所班の強化
・避難所運営の体制整備
・地域との連携強化
・地域自主防災組織への支援
・施設備品の維持管理
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3.市民センター再編イメージ

屁 艶
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※現在の市民センターを活用

【現状】
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3-― ―・・・‐
市民センター(36箇所)

‐
]

l轟墓互墓轟轟I憂 :]

【広域支所とは】
一定の地理的生活圏内におい

て、施設のキヤパシティや交通ア

クセス、業務量などを基に現在
の支所機能を拠点集約したもの

【地域支所とは】

遠隔地等の地理的要因により、

本庁又は広域支所までの交通

アクセスが乏しい地域に設置す

るもの

※広域支所・地域支所の

取扱業務に違しヽまない

貸館

防災機能

―｀崚議醸醸鰺■■t‐

ヽ

′

公民館機能
地域の豊かな学びの拠点

地域による防災機能

1      地域防災拠点      |

「三ミ喜耳募 嘉~~筵
]藤蔦真

=~夏

]L費難 ■■璧 型理聾L」重:

4口「エリアマネージャー」の課題と代替案

エリアマネージャー

複数学区に1名 の配置となるため、

● 自主自立のまちづくりに向けた地域支援を行うことが難しい

1童譲 ,■テ

各学区に1名 の配置とし、下記の業務を担う。

● 自主運営に向けた地域人材育成
● 貸館業務 (許認可)

● コミュニティセンター施設管理

ゴ盈■_

届 出

行 政

路新華筆

※地域において業務が担える体制が整うまでの間
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5.市民センターの人員配置と役割  菫 詔饒 能

=慣
М

/~~~~~                    ~~~~― ――″――卜
ヽ【現状】f                  支所長1名|          |

、ヽ_

生涯学習専門員 (嘱託)1名
嘱託・臨時職員2～ 7名

(業務量に応じて)

■t建蓋餞義轟嚢餞饉藩蜃露議議議艤議議豪経
''

※広域・地域支所については支所長が兼務

コミュニティセンター

運営受託者(まち協等)

5.市民センターの人員配置と役割

【再編後(H32年度～34年度】

【コミュニティセンター長 (市職員)の役割】

○自主運営に向けた地域人材育成

○貸館業務 (許認可)

○コミュニティセンター施設管理

○初動支所班長 (平時・有事)を兼務

【再編後(H35年度以降】

嘱託職員 (広域支所6～ 15名 、地域支所2名 )

※移動行政相談員を含む

【コミュニティセンター運営受託者の役割】

0地域活動支援     |

○貸館業務(予約受付、鍵貸借、利団調整)

○コミュニティセンター備品管理補助

○コミュニティセンター施設点検補助

○ポスター掲示、チラシ等備付、逓送管理

θ

■

【コミュニティセンター運営受託者の役割】

O地域活1動支援             ||  ■

O貸館業務 (許認可、予約受付、鍵貸借、利団調整)

○コミュニティセンター施設管理 (備品管理、施設点検含む)

○ポスター掲示、チラシ等備付、逓送管理



6.コストシミュレーション

平成29年度

コミュニティセンター長人件費

再編後各年度
(平成32年度

～34年度 )

再編後各年度
(平成35年度

以降)

:公民館機能

委託料 (コ ミュニティセンター )

一 ロロ ロロ ‐ロ ーロ ー■ ¬

経費削減額   l
△363    1

まち協補助

― … ― ― ―
中

:経
猾

額 l
:

委託料~~(コ
ミュニティセンター)

【単位:百万円】

総 額

610

額

３

総

９

額

２５
総

５

本仕専.__,p,岐ボ楓、朋呂
P i

5 344

5 344

(本庁増員)

7.支所機能
～検討方針～

支所機能を集約し、正確な窓口業務が遂行できる事務執行体制を確保する。

支所機能の集約にあたっては、施設のキヤパシティ・交通アクセス・

業務量の他、市民の声を勘案し、広域支所を設置する。

近隣に広域支所がなく、交通アクセスにも乏しい地域の行政サービス

の著しい低下に配慮し、地域支所を設置する。

支所機能の集約による行政サービスの低下を補完するため、証明書の

コンビニ交付等の代替サービスを検討する。
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7.支所機能
～支所集約化素案～

:選定項目 :     選定基準     :       基準詳細       T‐
~~~種

叢轟轟
「

‐~‐ ~=

:鞘己:謹憲斯可賜ピ0耐嘘 ・瑳8輯
民センターのキヤパシテイと比較し、 :
パシティを確保できる基準として設定

:

:馨:葺ξ平
譜幕勇義画面1塩 2賞

度 ~7 
【①～③の全選定基準に該当】

歩圏内を基準に設定       :
| り X理1 1 以内

     らの所要時間 6分
|こ 肇言

罫頼鱈藤示∵晶議赫 6分 )を基準に :  木戸・和通・堅田・坂本

|アクセス
|・ 青蕎

幹線道路か
:  唐崎・藤尾・平野・膳所

塁 lg雪 津 11雲 墓 菖 :」葉誕勇

~~IIIi       :唐 崎・藤尾・十馴
~´
   :  晴嵐・瀬田・瀬田南

50年人口推計を踏まえた千均支所業務量 1      議

撃爵豊_lW鶉ぽ 「講壁ifi:言ず :ビT_■理難__
島 嘉爺墓薦I論 ::i[Ⅲ

」[KI蘇 :=壺
④地域
′`ランス :   3人口(将来推計)     :○ 藤尾→選定外(地理的条件により)     1  和邁・堅田・坂本・平野  :

i   4特殊要因         :° 瀬田・瀬田南→瀬田(業務量(将来推計)により):  膳所・晴嵐・瀬団     i

_二___二__饗Tず管 11彎___:____

悧 理的糾   詠 戸 和運→和憲 人螂 帥
月

より

暮
〉

鰹 定候棚
2業務量 (1専 来推計)    :o坂 本・唐崎→坂本 (地理的条件によ|

3人 口(将来推計)     :○ 藤尾→選定外 (地理的条件により)     1  和邁・堅田・坂本

ξ勇 篠 iltllllli考 [離

痴
封憲麟 購 櫨蠍 饉 J千要時間 徒歩15分  : 易にアクセj

革:語:撃露[算―́鑽 聖1-雀

"=ン
:.全体的な支所の配置バランス        :Itti響「riず輩:

【選定候補】

逢坂 II:

施設のキヤパシティ

事務室等の広さは来客数が増えても対応でき

るか

駐車場の広さは来客数が増えても対応できる
か

|● 施設面積

:● 駐車場台数

支所の事務室+ロビーの面積が100ぶ以上

駐車場の上限台数が15台 以上

7.支所機能
～支所集約化素案(広域支所)①施設のキャパシティ～

広域支所は、利用人数が増加しても、事務処理可能な施設である必要があります。ついては、施設のキャパシティを選定項目と

して、事務室等の面積と駐車場台数を選定要件とします。

選定項目 ポイント 選定要件

【選定候補】    :
|

葛川・大石     :

量
貫

木戸・和通口真野口真野北・堅田・仰木・仰木の里・坂本・唐崎口藤尾・平野・膳所ロ

富士見・晴嵐口南郷・田上・青山・瀬田・瀬田南
広域支所候補
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7.支所機能
～支所集約化素案(広域支所)②交通アクセス～

広域支所は、遠方より利用者が来訪することも想定されるため、交通アクセスが良好である必要があります。ついては、交通ア

クセスを選定項目として、最寄駅からの徒歩所要時間と主要幹線道路からの車所要時間を選定要件とします。

「

~~‐ ~~~~~~―
一 ― ―

―
‐

― ―
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~~~~~―
一

‐
一 一 一 ―

一 一 ― ― ―
―  

― ― 一 ― … … … … ― -1-~~~~~一 一
―
― 一 一 ― 一 ― 一 一

一 ― ― 一 ― ― ―
― 一 ―

― ―
一

準

選定項目   | ポイント 選定要件

● 鉄道によるアクセスは良好か

● 車によるアクセスは良好か

●最寄駅からの所要時間

●主要幹線道路からの所要時間 ―
二

最寄駅から市民センターまでが徒歩圏内(徒歩15分以内、l km圏 内)

主要幹線道路 (国道・主要地方道)から車で6分以内

広域支所候補
小松・木戸・和通・小野・堅田口坂本・下阪本 "唐崎・滋賀口藤尾口長等・逢坂ロ

中央・平野・膳所・晴嵐・瀬田・瀬田北・瀬田南・瀬田東

7.支所機能
～支所集約化素案(広域支所)③支所業務量～

広域支所は、業務ノウハウの蓄積や、廃止支所の影響を勘案し、業務量の多い支所を選出する必要があります。ついては、業

務量を選定項目として、支所業務量 (平成50年将来推計値)を選定要件とします。

支所業務量256,000人・分以上 (平成50年将来推計値)

13
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木戸・和通・真野・真野北・堅田・仰木・仰本の里・坂本・日吉台コ下阪本・唐崎・

滋賀・藤尾・逢坂口中央・平野・膳所・富士見口晴嵐・石山口南郷コ田上・青山・

瀬田・瀬田北口瀬田南・瀬田東

交通アクセス

広域支1所候補

Iイ



7.支所機能
～支所集約化素案(広域支所)④地域バランス～

広域支所の選定の際には、一定の生活圏において広域支所が重複していないか、周辺学区から集まりやすい地理的条件を備

えているか等といつた地域バランスに配慮する必要があります。ついては、地域バランスを選定項目として、地理的条件、業務
量・人口(将来推計)、 特殊要因を選定要件とします。

選定項目 選定要件

地域バランス

●所
●業
●人
●そ

在地

務量 (将来推計 )

口(将来推計 )

の他特殊要因

―定の生活圏における広域支所は、

1 地理的条件

2 業務量 (1専 来推計 )

3 人口(1専 来推計 )

4 特殊要因

の順に比較検証を行う。

前頁までの選定項目①～③を満たす市民センターより、地域バランスを考慮すると、

広域支所候補

木戸・和邁→和通 (人 口(将来推計)により)

坂本・唐崎→坂本 (地理的条件により)

藤尾→選定外 (地理的条件により)

瀬田・瀬田南→瀬日 (業務量 (将来推計)により)
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7.支所機能
～支所集約化素案(地域支所)⑤交通アクセス～

近隣に本庁又は広域支所がなく、交通アクセスが乏しい地域には、広域支所と同等の機能を有する地域支所を設置する必要が

あります。ついては、交通アクセスを選定項目として、本庁又は広域支所までの距離と最寄駅からの所要時間を選定要件としま
す。

妻
~~~饉

蓬著ξ
~~~~:~~~    

ポィント      1      選定要件

=´
ftti量___ま ____γrl___1_____言■■____

交通アクセス
近隣に本庁又は広域支所がないか

  |●
本庁又は広域支所までのアクセス

５

　

　

　

一

:ワ

理 隣 :~/1N′ Jス I`JAttXり l″ リ

:● 交通アクセスに乏しい地域か |● 最寄駅からの所要時間

「
―
，‐　
‘‐
―
―

一‥

０

　

０

本庁又は広域支所までの距離が8km以上 (車でのアクセスを想定)

最寄駅からの所要時間が徒歩15分超 (lkm超 )

地域支所候補 葛川・大石
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7.支所機能
～支所集約化素案(地域支所)⑥地域バランス～

広域支所及び地域支所の配置から、大津市全体として支所の配置バランスが保たれているかを調整する必要があります。
ついては、地域バランスを選定項目として、全体的な配置バランスを選定要件とします。

大津市全体として支所の配置バランス
は保たれているか

●全体的な支所の配置バランス

逢坂

17

～検討方針～
ヽ1■=

支所周辺に官公庁が多数あり、証明書発行件数が多い。

地域の生涯学習の場、市民の集う場として、集約せずに存続する。

公民館機能の存続にあたっては、社会教育に限定せず、地域がより自由
かつ主体的に管理・運営できるよう、コミュニティセンター化を検討する。

コミュニティセンター化にあたっては、複数学区を対象としたモデル事業
により、業務の改善や見直し、運営ノウハウの蓄積をした上で、地域の
自主的な運営を実施する。

モデル事業以外の地域は、モデル事業の検証をふまえて将来的に自主的な
運営に移行する。



8=公民館機能
～公民館自主運営モデル事業～

義菫選華萎露馨華薫華
==:11■

|● ■ ||■ |

臨時職員の雇用に代わる方法として、試行的に地域の

団体へ公民館の管理運営補助業務を委託します。

地域の主体的な管理・運営に向け、段階的に管理補助

業務の範囲を拡大します。

公民館の管理運営補助業務の委託先として、自治連合

会や各種団体等を構成員とする(仮称)公民館運営委

員会を検討します。

公民館のコミュニティセンター化にあたり、地域がより自由かつ主体的に管理・運営できるよう、公民館業務の改善

や見直し、運営ノウハウの習得を目的として実施します。

鸞 H35～

コミュニテイ
センターの

自主運営

・貸館許認可業務

・施設維持管理業務

・講座企画運営業務

・統計調査業務

～公民館自主運営モデル事業～(H31年度まで)
=■=|==書 ===il■

11:|■ |■ ‐ ■‐   ‐

委託

二・′・      コミュニティ

鬱      センターの
公民館   管理運営補助
自主運営  業務
モデル事業

段階的に実施

相談・助言

//公民館
｀、、

公民館長

生涯学習専門員

19

8.公民館機能

・自治連

・社協

・民児協

・文化連盟

など

(仮称)

公民館運営委員会

判趙

Ｉ
…
…
…
‥…
……
…
…
…

一
〔
Ｍ
出
百
三

一　
　
　

　
　

　
　

一

『
喘

ｒ
Ｆ

1 靱隋 卜、
L____ ___」  ＼・貸館業務補助

・軽微な施設管理補助

・利用者団体管理補助

・講座開設補助

・施設・備品管理補助

・公民館運営マニュアル

作成・検証

構成団体

委託事務員
2θ



～これからの

自己の充実口啓発や生活の向上など個人としての生きがいづくりが中心

◆全ての市民が、生涯学習を通じ́て自己実‐現を図り、学習の成果を自身やまちのために生かす

◆市長、団体、事業者、行政などの多様な主体が協働し、様 な々課題解決に取り組む

■ ■■
=■|■r■■.■■|||=|■●■■■■■■|■i■■■

～コミュニテイセンタT移行後の生涯学習の支援(イメージ図)～ (H32年度以降)

=|

コミュニティセンター
地域の主体的な学びの拠点
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9口 地域自治機能
～検討方針～

地域住民が主体的に活動できる地域拠点として、集約せずに存続する。

行政サービスでの住民ニーズの対応が限界となる中、地域の実情に応

じた活動や特色ある独自の取組など、住民主体のまちづくりを推進する。

自治会加入率の低下や各種団体の会員の高齢化・担い手不足が課題と

なる中、地域の全住民が参加する新たな地域自治組織を検討する。

市民センター再編に伴い、これまで支所が担つてきた地域自治に関する機能

が集約され、低下する。それを補完するために代替機能を検討する。

9.地域自治機能
～新たな地域自治組織とは～

◇各種団体、各法人、全住民が構成員 (会員)です。

◇各種団体、各法人、個人は独自に存在し、独自に活動を行います。

◇各種団体、各法人はそれぞれ連携・協力して新たな地域自治組織の活動を実施します。

自
　
●
ざ

絵〔鋼灌．一
団・ 財団 0

NPO法人
薇

「実行」

個人

事

ノ 1

2イ



ヒな地域自

9‐l地域自治機能

・最長2年間
・上限40万円

住民主体のまちづくりの担い手として、地域が新たな地域自治組織を設立するための支援を
2段階に分けて実施し、市内全域での組織設立を目指します。

・平成34年度まで
・年間上限20万 円

・新たな地域 自治組織を設立し

た学区は、既存の各種団体に

対する補助金をまとめ、自由度

の高い交付金へと移行
・設寺す穏書付金^覆営す樗

交付金は終了

愉 匡 1藝 動 ::=

設立支援交付金 円
年
晰

長

限

晨

Ｌ A学区 :30万 円 A学区 :10万 円 B学区 :20万円 B学区:20万 円 A学区 :100万 円

B学区 :60万 円運営支援交付金
円

で

万

難

限２。

３４

上

成

間

平

年 A学区 :20万 円 A学区 :20万 円
A学区 :20万円
B学区 :20万円

25

101防災機能

地域の防災拠点としての役割を担うため、集約せずに存続する。  ´

災害時の迅速な対応を可能とするため、市民センターと地域の防災
機能は住民主体で運営することを基本とする。

地域による自主的な避難所運営の体制を構築する。

初動支所班は存続し、地域の自主防災組織等と連携を図る。



10.防災機能
`

翻瞳漑鶉鉤麟議繹炸曇覇議翡鞭難‖融 ●|||||‖ ●■■|■■■■|‐ 11■ | ‐

平成29年度～34年度

・地域主体の防災体制の構築

自主防災組織の支援

① 地区防災計画等の作成(～平成32年度)を支援し、地域での災害リスクの認識、

防災意識向上を図る

② 地区防災計画の実行体制構築を支援し、関係機関との連携等、計画における実効性

の向上を図る

③ 実災害対応E訓練実施などの検証を支援し、計画と実行動の整合を図る

④ 地区防災計画等の住民説明の実施を支援し、地域防災についての共有認識を図る

市の体制強化

⑤ 初動支所班等の能力の向上を図る

⑥ 避難所の鍵・備蓄品、防災行政無線等の資機材の活用について再確認を行い、運用

訓練を実施する

⑦ 地域が自主・自立するため、地域防災リーダーの育成、活動支援を図る

10.防災機能
農肇仁攀炒凸嗽鱗麟翻幽馨長轟蒙蒙妻手幸

=■
■■111「 ||||

平成35年度以降の防災体制

く行政〉

27

学区自主防災組織への支援

災害リスク情報の把握と地域への

危機・防災対策課、初動支所
災害情報の収集と本庁との連絡調整

避難所開設 (運営除く)
市災害対策本部、危機・防災対策課、避難所担

市災害対策本部、消防局、消防団

地区防災計画・避難所運営マニュアル検証

防災行政無線による本庁との連絡

自主防災組織、自治連合会等

自主防災組織、自治連合会等

自主防災組織、自治連合会等

く地域〉

2∂



11.今後の再編スケジュール(予定)

～長期スケジュール(案)～

11日 今後の再編スケジュール(予定)

～中期スケジュール(案)～

第1期

(平成25年度～平成34年度)

冨識キ淵i捌尚

市民センター機能等の

在り方検討

・支所機能の集約化
・地域による防災機能の運営
・公民館の自主運営
・新たな地域自治組織設立

広域支所 (7)、 地域支所(3)に集約

コミュニシ センター自主運営

地域によるコミセン自主運営など、|||

星着E受
に向けた地域人材の育

 」 コミュニティセンタ=運営受託者〈新たな地域白治組織 )

市民センター施設の再編
※耐用年数経過後、順次他の公共施設と複合化又は更新

設立支援交付金

運営支援交付金
―括交付金運用

※設立支援交付金、運営支援交付金は廃止

第 1期 第 2期

支 所 集 約 案選 定 期 間 学区説明期間
人員配置        準備及び

レイアウト変更期間  1  業務移行 FJI間
業務移行期間

実 務 検 証 及 び

自主 運 営 準 備 期「Hl

平 成 29年 度 平成 30年 度 平 成 31年 度 平成 32年 度 平 成 33年 度 平成 34年 度 平成 35年 度

支
所
機
能

支所 集 約 化 隻警翼量亀    学区i

実 施 体 制 の 準 備

条 例 改 正 準 備

支 所 葉 務 見 直 し

収 納 の 廃 止

受 付 業 務 の 一 部 廃 止

各 種 団 体 の 会 議 へ の 出 席 廃 止 く時 間 外 )

移 動 行 政 相 談 員

人員配置
広域支所 本庁窓 ロ

人員配置案検討

業務影響調査
市 民 センター 業 務

整 理

検 討

条例 改 正

防
災
機
能

成 支 援
地区防災計画等の策定支援と計画の改善

地区防災計画実行体制構築支援

暑議蕊偶至誓轟

`を

認織し、地察 妨 災  地域への説明

1 市防災体制の人材青成
|  コミュニティセンター長との緊密な連携

地域防災の支櫻
地区防災計画実行

体制構築支援

市の体制強化

公
民
館
機
能

運 営 主 体 育 成 匿 ⊃
| ―

．ヽ
Ｌ
「
、「
Ａ
］――

た
　
　
　
引

け
　
　
　
の

『　　翻
褻警　姉詢

| センター長廃上
モデル委託管理

|二重
ル学区〉公:館管理運営補助委託 (モデル学区 )

地
域
自
治
機
能

ヨ主 運 営 委 託

傷設工事

例ヽ制定

新たな地域 自治
田織設立支援

希 望 学 区

説 明 会
設立支援交付金 (平 成00年度から平成34年度までの間で最長 2年 F・11■ 5通 :=菫 34o万 着)

=括交付金運用
※設立支援交付金 理者

新たな地域 自治

組織運営支援

lll政 的支援

検討

地 域 行 事 の 棚 卸 、

行81依 頼事項の整理 運営支援交付金 (平 成31年度から平成04年度までの時限交付金 1■

条 例 改 正 条例改正準嫌  改正

3θ


